古河市中学校部活動指導員履歴書　　　　　　
	ふ り が な
	
	性 別
	
	年 齢
	歳

	部活動指導員名
	
	
	
	
	

	住所等
	
	生年月日　　　　　　 年　　　月　　　日生
〒（　　　－　　　　）


TEL （　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	写真
・(4cm×3cm)上半身
正面・脱帽
・過去３か月以内に撮影したもの

	職　業
	
	
	

	勤務先
	
	
	TEL

	該当要件
※当てはまるものに☑してください。
(1)～(3)は全て、(4)～(5)はいずれか、(6)は該当すれば☑すること。
	
	□(1) 公務員ではない（ただし、所属長が兼職・兼業を認めた者及び市町村等が任用する非常勤講師は除く）。
□(2) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第９条の欠格事項に該当しない。
□(3) 20歳以上である。

	
	
	□(4) 教員免許を授与された経験がある（有効、無効を問わない）。
□(5) 公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体認定の指導資格を所有している。
□(6) 直近３年以内に、学校教育法第１条で定める学校や少年団等において２か月以上の指導経験がある。

	指導種目に関する資格、段位等

	年　　月
	

	年　　月
	

	年　　月
	

	指導する種目の経歴

	年　月～　年　月
	

	年　月～　年　月
	

	年　月～　年　月
	

	部活動の指導歴

	年　月～　年　月
	

	年　月～　年　月
	

	年　月～　年　月
	

	部活動指導員
志願理由
	





	年
	月
	学歴・職歴等
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【地方公務員法第16条（抜粋）】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試
験若しくは選考を受けることができない。
　一　成年被後見人又は被保佐人
　二　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることができなくな
るまでの者
　　三　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
　　四　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する
罪を犯し刑に処せられた者
　　五　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す
ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

【学校教育法第９条】
　　左の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。
　　一　禁治産者及び準禁治産者
　　二　長期六年の禁錮以上の刑に処せられた者
　　三　長期六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終り、又は刑の執行を受けるこ
とのないことに至らない者
　　四　前条の免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者
　　五　昭和二十一年勅令第二百六十三号による教職不適格者
　　六　性行不良と認められる者

【学校教育法第１条】
　　学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
